
議案第23号   

   令和４年度武蔵野市一般会計予算 

令和４年度武蔵野市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ70,586,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳

出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条  地方自治法（昭和22年法律第 67号）第 214条の規定により債務を負

担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負

担行為」による。 

（地方債） 

第３条  地方自治法第 230条第１項の規定により起こすことができる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地

方債」による。 

（一時借入金） 

第４条  地方自治法第 235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は、3,000,000千円と定める｡ 

（歳出予算の流用） 

第５条  地方自治法第 220条第２項ただし書の規定により、歳出予算におけ

る同一款内での各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に

計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合

とする。 

  令和４年２月21日提出 

     東京都武蔵野市長  松  下  玲  子  











第２表　債務負担行為

千円

989,204

32,867

117,600

82,564

172,500

第３表　地方債

起　債　の　目　的 限 度 額

千円

388,000

公園建設事業 66,000

小学校施設増築事業 70,000

総合体育館改修事業 108,000

合           計 632,000

保健センター増築及び複合施設整備基
本設計等業務

武蔵野市土地開発公社の公共用地先行
取得事業

令和４年度から
令和13年度まで

武蔵野市土地開発公社が取得した用地等
の買取りに要する額

令和５年度

関前南小学校増築工事 令和５年度

（仮称）吉祥寺本町一丁目27番街区自
転車駐車場建設事業

令和５年度

市営北町第二住宅排水管更新工事 令和５年度

 限      度      額

市庁舎空調設備改修工事
令和５年度から
令和７年度まで

事              項 期　　間

償　還　の　方　法

証書借入れ
又は証券発
行

5.0パーセント
以内

借入れの時から据置期間を含
め、25年以内の償還とする。
ただし、財政その他の都合に
より、据置期間及び償還年限
を短縮し、若しくは繰上償還
し、又は低利に借り換えるこ
とができる。その他償還につ
いては、借入先の融資条件に
従う｡

自転車対策事業

起債の
方  法

利　　率


